
令和８年吉⽇ 

新⼊⽣の皆様へ 
札幌医科⼤学保健医療学部 

同窓会 

同窓会のご案内および会費納⼊のお願い 

このたびは、札幌医科⼤学保健医療学部へのご⼊学、誠におめでとうございます。教職員・同窓会⼀
同、皆様のご⼊学を⼼より歓迎いたします。 

本学保健医療学部同窓会は、在学⽣と卒業⽣の交流・連携を図り、会員相互の親睦を深めるとともに、
⺟校の発展に寄与することを⽬的として活動しております。 

在学中から卒業後に⾄るまで、皆様の学びやキャリア形成を⽀える⼤切なネットワークとなりますの
で、ぜひご⼊会くださいますようお願い申し上げます。 

つきましては、同窓会会費を下記のとおりご納⼊くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

記 

１．会 費   10,000 円（⼊学時⼀括納⼊・終⾝会費） 
２．納⼊期限  令和 8 年 4 ⽉ 24 ⽇（⾦） 
３．納⼊⽅法  下記⼝座へお振込みください。 

⾦融機関名 北洋銀⾏ 

⽀店名 札幌⻄⽀店 

預⾦種別 普通預⾦ 

⼝座番号 ３３６６６３９ 

⼝座名義 札幌医科⼤学保健医療学部 
同窓会 代表 飯澤 良祐 

【ご注意】 

・振込⼿数料は恐れ⼊りますが、各⾃ご負担くださいますようお願いいたします。 
・お振込みの際は、振込⼈名義を「⼊学⽣ご本⼈のお名前」にてお願いいたします。 

以上 

【お問い合わせ先】 

札幌医科⼤学保健医療学部 同窓会事務局 
住所：札幌市中央区南 1 条⻄ 17 丁⽬ TEL：011-611-2111 
担当：飯澤 良祐（同窓会幹事・保健医療学部看護学科） 
   メール：r.iizawa@sapmed.ac.jp 



〒060-8556 札幌市中央区南1条西17丁目
電話 011-611-2111 ㈹
札幌医科大学保健医療学部同窓会
責任者： 越後 歩（同窓会長）

【会 員 数】

約3,000名
2025年3月現在

札幌医科大学保健医療学部同窓会入会のご案内
札幌医科大学保健医療学部同窓会

http://web.sapmed.ac.jp/shsdoso/index.html

【沿 革】

札幌医科大学衛生短期大学部

開学

札幌医科大学衛生短期大学部

同窓会 設立

札幌医科大学保健医療学部

開学

同窓会設立10周年記念式典・

祝賀会 開催

札幌医科大学保健医療学部

同窓会 改称

札幌医科大学開学50年・

創基55年記念事業

記念ホール設立事業 参加

同窓会設立20周年記念式典・

祝賀会 開催

同窓会設立30周年記念式典・

祝賀会 開催

同窓会設立40周年記念式典・

祝賀会 開催

昭和28年

昭和61年

平成5年

平成7年

平成9年

平成11年

平成18年

平成28年

令和8年

【助成金等】

卒後研修会・学会等助成

同窓会開催助成

同窓会入学祝金

学生会員学会等参加費助成

【活動目的】

同窓会会員

相互の親睦と

ネットワーク作り

同窓会会員

への支援活動

専門職としての

学問的発展と

学術的研鑽

今後も会員の把握とWebを活用した相互交流を推進していきます。

本同窓会の趣旨をご理解いただき、ご入会いただけますようご案内申し上げます。

発行元



保健医療学部同窓会会則

◆ 第１章 総則

第１条 本会は、札幌医科大学保健医療学部同窓会と 
称する。

第２条 本会は、事務局を札幌医科大学保健医療学部

内に置く。

第３条 本会は、会員相互の福祉と親睦を深め、母校の

名声の高揚に寄与することを目的とする。

第４条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業

を行うことが出来る。

（１）同窓会ホームページの管理

（２）会員の動向把握

（３）講演会、集談会その他の集会等の企画・運営

（４）その他の必要な事項

◆ 第２章 会員

第５条 本会の会員を次のとおりとする。

（１）正会員

札幌医科大学保健医療学部及び札幌医科大学衛生

短期大学部卒業生、札幌医科大学大学院保健医療学

研究科修了生並びに札幌医科大学専攻科修了生

（２）学生会員

札幌医科大学保健医療学部在学生

（３）特別会員

正会員以外の札幌医科大学保健医療学部及び

札幌医科大学衛生短期大学部現・旧教職員

第６条 正会員並びに学生会員は終身会費壱万円を納入

するものとする。

２．特別会員は会費を要しない。

◆ 第３章 役員

第７条 本会に次の役員をおく。

（１）会長 １名 幹事会において正会員中より選出

する。

（２）副会長 ２名 幹事会において正会員中より選出

する。

（３）幹事 若干名 科会員より３名以上を互選し

これにあてる。

（４）会計監事 ２名 幹事会において選出する。

（５）評議員 若干名 各卒業期に看護学科２名、

理学療法学科１名、作業療法学科１名を選出する。

第８条 会長は本会を代表し会の運営を統括する。

（１）副会長は会長を補佐し会長に事故のあるときは

その職務を代行する。

（２）幹事は幹事会を組織し本会の運営に必要な総務、

会計、事業等を分担する。

（３）会計監事は会計を監査する。

（４）評議員は会員の連絡の任にあたる。

第９条 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。

◆ 第４章 会議

第10条 会議は、幹事会及び総会とする。

第11条 幹事会は、幹事をもって構成する。

２． 総会は、正会員をもって構成する。

第12条 幹事会は、次の事項について議決する。

（１） 事業の計画及び実施、予算及び決算の審議

（２） 会誌等の発行

（３） 会則の改正

（４） その他本会の運営に関する重要な事項

第13条 幹事会は、会長または幹事の３分の１以上が必要

と認めたとき会長が招集する。

２．総会は、幹事会が必要と認めたとき、または正会員

の３分の１以上の請求があったときに開催する。

第14条 幹事会の議長は、会長がこれに当たる。

２．総会の議長は、出席した構成員の中から選出する。

第15条 会議の議事は当日出席した構成員の過半数の同意

をもって決し、可否同数のときは議長がこれを

決める。

第16条 幹事会は、その活動を会誌等により会員に報告

する。

◆ 第５章 資産及び会計

第17条 本会の資産は、会費、寄付金及びその他の収入

 をもってこれにあたる。

第18条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は幹事

 会の定めるところによる。

第19条 本会の会計は、会計年度毎に会計監査を受ける。

第20条 本会の会計年度は、毎年５月１日に始まり、翌年

４月３０日に終わる。

◆ 第６章 雑則

第21条 この会則の他、必要な事項は幹事会の議決により

会長が別に定める。

◆ 付則

この会則は昭和６１年４月１日から施行する。

この会則は平成元年３月１８日から施行する。

この会則は平成４年４月１日から施行する。

この会則は平成６年10月８日から施行する。

この会則は平成９年４月１日から施行する。

この会則は平成15年５月13日から施行する。

この会則は平成21年10月20日から施行する。

この会則は平成22年10月19日から施行する。

この会則は令和8年4月1日から施行する。
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